
丸亀市老朽空家除却に係る固定資産税減免について 

 

※必ず解体前に建築住宅課で老朽空家に該当するか否かの確認を受けてください！！ 

（確認を受けず解体した場合は、減免を受けることはできません。） 

 

１．減免の内容  

 住宅が建てられている土地は、住宅用地特例により、土地に係る固定資産税が軽減されてい

ます。通常、住宅を取り壊すことで、更地となった土地は、特例が適用されず固定資産税の軽減

が除外となりますが、老朽空家を除却する場合に固定資産税を減免します。 

【老朽空家とは】昭和 57 年 1 月 1 日以前に存在し、一定の損傷があると建築住宅課で確認した空家のことです。 

 

２．減免要件（下記のすべてを満たすこと） 

①除却する空家が昭和５７年１月１日以前に存在している建築物であること。 

②老朽空家を令和６年４月 1日から令和９年３月３１日までの間に除却していること。 

 ③空家を除却したことにより、住宅用地特例の適用を受けないこととなる土地であること。 

 ④空家が除却された日における空き家所在地の所有者が個人であること。 

 ⑤除却する空家が、建築住宅課で老朽空家の確認を受けていること。（裏面６参照） 

 ⑥除却する空家が、丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金の交付を受けていないこと。 

 

３．対象とならない場合（下記のいずれかに該当する場合は、対象となりません）  

 ①空家所在地を営利目的で使用している場合。 

②老朽空家の所有者と空家所在地の所有者が同一でない場合。 
③空家除却日における空家所在地の所有者と、空家除却日の属する年の翌年以降の１月１日に 

おける空家所在地の所有者が異なる場合。（相続により所有者が変更した場合は除く。） 

④減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合。 

⑤空家所在地の所有者が、市税を滞納している場合。 

⑥減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認め

られる場合。 

⑦その他市長が減免することが適当でないと認めた場合。 

 

４．減免額・減免期間  

・減免額：空家所在地に係る税額から、住宅用地特例を適用した場合の税額を控除した額。 

・期間：空家除却日の属する年の翌年の１月１日を賦課期日とする年度から起算して５年度分。 

５．減免申請方法 

下記の書類を添えて、税務課土地担当に減免を申請してください。 

① 老朽空家確認書（※老朽空家確認書の申請方法は裏面６のとおり） 

② 空家除却日を確認できる書類 

③ その他市長が必要と認める書類 

 



 

６．老朽空家確認書について   

減免を受けるためには、必ず空家を除却する前に、建築住宅課から「老朽空家確認書」の交

付を受ける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［お問い合わせ先］ 

〒763-8501丸亀市大手町二丁目 4番 21号 

丸亀市 都市整備部 建築住宅課 住宅政策室   

   tel:0877-24-8814（直通）fax:0877-24-8866  

  mail: kenchikujutaku-k@city.marugame.lg.jp 

 

老朽空家確認申請書提出
…

　様式第1号（第６条関係）を丸亀市建築住宅課に提出し
てください。 郵送による提出も可能です。

※老朽した空き家を解体する際の補助金(上限１６０万円)
を申請したい場合は、別途、令和６年丸亀市老朽危険空き
家除却支援事業補助金をご確認ください。
※丸亀市老朽危険空き家除却支援事業補助金の予約申
請書を提出された方は、老朽空家の確認申請も兼ねてお
りますので、老朽空家確認書の提出は必要ありません。

↓

損傷の程度を調査・評定 … 　職員が敷地内に立入り、損傷の程度を評定します。

↓

　確認結果を通知いたします。評定値が100点未満かつ構
造の腐朽や劣化、破損の程度が50点以上の場合で、２の
減免要件をすべて満たした場合に老朽空家確認書を交付
します。

↓

減免申請書提出 …
　税条例施行規則第11条第３号の規定による申請書（様
式第27号）を丸亀市税務課土地担当に提出してくださ
い。　添付書類は表面５のとおり

老朽空家確認結果通知
および老朽空家確認書交付

…


